
目標年度

当初
予算額

令和２年度 ３年度
４年度
（※１）

５年度
（※２）

37,196 35,041 37,404

1,009 1,017 1,074

(670) (653)

153,714 154,299 153,269

(152,068) (152,997)

(37,168) (35,011)

測定指標 目標 実績
 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の
 根拠

① 在日米軍駐留経費の安定的な確保等

在日米軍駐留経費の安定的な確保

令和５年度

予算額計（執行額）
関連す
る指標

達成手段の概要等

令和４年
行政事業
レビュー
事業番号

ＳＡＣＯ関連事業の着実な実施

米軍再編事業の着実な実施

別紙

・中期防において次のとおり示されていることから、これらの取り
組み状況を測定指標として設定。

Ⅲ　自衛隊の能力等に関する主要事業
　４　日米同盟の強化
　　⑵　在日米軍駐留に関する施策の着実な実施

在日米軍の駐留をより円滑かつ効果的にするとの観点か
ら、在日米軍駐留経費を安定的に確保する。

達成手段
（開始年度）

令和５年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 在日米軍駐留に関する施策の着実な実施 担当部局名 地方協力局

施策の概要

　 接受国支援を始めとする様々な施策を通じ、在日米軍の円滑かつ効果的な駐留を安定的に支え
るとともに、在日米軍再編を着実に進め、米軍の抑止力を維持しつつ、地元の負担を軽減していく。
　特に、沖縄については、安全保障上極めて重要な位置にあり、米軍の駐留が日米同盟の抑止力
に大きく寄与している一方、在日米軍施設・区域の多くが集中していることを踏まえ、近年、米軍施
設・区域の返還等の沖縄の負担軽減を一層推進してきているところであり、引き続き、普天間飛行
場の移設を含む在沖縄米軍施設・区域の整理・統合・縮小、負担の分散等を着実に実施することに
より、沖縄の負担軽減を図っていく。

政策体系上
の位置付け

日米同盟の強化
（日米同盟の強化）

（防衛省０５－⑯）

令和５年８月達成すべき目標

①在日米軍の駐留をより円滑かつ効果的にするとの観点から、在日米軍駐留経
費を安定的に確保

②米軍の抑止力を維持しつつ、沖縄県を始めとする地元の負担軽減を図るため
の在日米軍の兵力態勢見直し等についての具体的措置及びＳＡＣＯ（沖縄に関す
る特別行動委員会）関連事業の着実な実施

目標設定の
考え方・根拠

【目標設定の考え方】
大綱に従い、日米同盟の抑止力・
対処力の強化、幅広い分野におけ
る協力の強化・拡大及び在日米軍
駐留に関する施策の着実な実施の
ための取組を推進する。

【根拠】
大綱、中期防

政策評価
実施予定時期

1

本事業は、日米安保条約に基づく在日米軍の駐留を円滑にするため、日米地位協定及び特別協定の
規定に基づき、駐留軍等労働者の給与の全部又は一部及び福利費等を負担するもの。給与について
は、昭和５３年の日米合同委員会合意に基づく日本側が負担することとしている経費及び昭和６２年
度からは特別協定に基づく給与の全部又は一部を負担。福利費については、昭和５２年の日米合同
委員会合意に基づき、昭和５３年度から、事業主が負担する経費又は事業主に実施が求められる経
費として、社会保険料、安全衛生及び福利厚生関係経費を負担。

0297

(2) 訓練移転費の負担 1

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに
日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する
日本国とアメリカ合衆国との間の協定」（平成２８年条約第４号。以下「特別協定」という。）第３条に基
づき、米空母艦載機着陸訓練を硫黄島に移転することに伴い追加的に必要となる経費の全部又は一
部を負担するものである。
なお、現行特別協定の対象期間は、５年間 （令和４年４月１日～令和９年３月３１日）である。

0299

(1)
特定防衛施設周辺整備調
整交付金

1

①ジェット機が離着陸する飛行場、砲撃又は射爆撃が実施される演習場、広大な面積を占有する防
衛施設など、その設置・運用が周辺地域の住民の生活環境や開発に著しい影響を及ぼしている防衛
施設を「特定防衛施設」として、その周辺地域を管轄する市町村を「特定防衛施設関連市町村」として
指定し、毎年度、特定防衛施設が特定防衛施設関連市町村の面積に占める割合や運用の態様など
に応じて交付金の交付限度額を決定。
特定防衛施設関連市町村は、当該年度の交付限度額の範囲内で、地域の事情に応じて住民の生活
環境の改善等のために有効な事業を計画し、実施するものである。（事業開始年度：昭和４９年度　事
業終了年度：終了予定なし）
②駐留軍等の再編によるその周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮する
ことが必要と認められる防衛施設を「再編関連特定防衛施設」として、その周辺地域をその区域とする
市町村を「再編関連特定周辺市町村」として指定し、駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及
ぼす影響の増加の程度等に応じて交付金の交付限度額を決定。
再編関連特定周辺市町村において、当該年度の交付限度額の範囲内で、地域の事情に応じて住民
の生活の利便性の向上等のために有効な事業を計画し、実施するものである。（事業開始年度：平成
１９年度　事業終了年度：令和１３年度）
③駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の著しい増加に特に配慮することが必要
と認められる県に対し、当該県の区域内に所在する再編関連特定周辺市町村の住民の生活の安定
に及ぼす影響の増加の程度等を考慮し、交付金の交付限度額を決定。
当該県は、再編関連特定周辺市町村の区域内において、当該年度の交付限度額の範囲内で、地域
の事情に応じて住民の生活の利便性の向上等のために有効な事業を計画し、実施するものである。
（事業開始年度：平成２７年度　事業終了年度：令和９年度）
④訓練移転等による航空機騒音等の周辺住民への影響が継続する再編関連特定周辺市町村のう
ち、再編交付金の交付が終了しており、訓練移転等の円滑かつ確実な実施に理解を示し、協力を
行っていると認められるものに対し、訓練移転等の実施による再編関連特定周辺市町村における住
民の生活の安定に及ぼす影響の程度等を考慮し、交付金の交付限度額を決定。
再編関連特定周辺市町村において、当該年度の交付限度額の範囲内で、地域の事情に応じて住民
の生活の利便性の向上等のために有効な事業を計画し、実施するものである。（事業開始年度：平成
２９年度　事業終了年度：令和８年度）
⑤米空母艦載機部隊の活動等の円滑かつ確実な実施を確保することにより、我が国の安全保障に資
することを目的に、同部隊による活動等が住民の生活の安定に及ぼす影響を考慮することが必要と
認められる防衛施設の周辺の市町村が行う住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する
事業に充てさせるため周辺市町村における住民の生活の安定に及ぼす影響の程度等に応じて、交付
金の交付限度額を決定。
周辺市町村において、当該年度の交付限度額の範囲内で、地域の事情に応じて住民の生活の利便
性の向上等のために有効な事業を計画し、実施するものである。（事業開始年度：令和４年度　事業
終了年度：令和１８年度）

0300(3)
駐留軍等労働者の労務管
理



18,915 26,470 20,572

(18,448) (24,143)

22,260 23,433 23,410

(22,257) (23,430)

146,906 208,828 300,730

(125,400) (193,623)

5,481 6,584 1,739

(6,181) (5,573)

3,339 3,263 3,271

(3,339) (3,263)

34 201 0

(34) (196)

0 0 1

(0) (0)

388,854 459,136 541,470

(365,565) (438,889)

※２　達成手段における令和５年度の当初予算額については、令和５年度より政策体系を変更したことから、当該施策に関連する予算としては記載していない。

1

・沖縄における再編に関する事業（普天間飛行場代替施設の建設、在沖米海兵隊のグアム移転のた
めの直接的な財政支援、嘉手納以南の土地の返還に伴う施設の整備等）
・米陸軍司令部能力の改善に関する事業（相模総合補給廠及びキャンプ座間の一部返還、相模総合
補給廠の共同使用に伴う施設の整備）
・厚木飛行場から岩国飛行場への空母艦載機の移駐等に関する事業（空母艦載機の岩国飛行場へ
の移駐等に伴う施設の整備）
・緊急時使用のための事業（緊急時の使用のための施設整備）
・訓練移転に関する事業（嘉手納飛行場等から千歳飛行場等及びグアム等への訓練移転に伴う費用
負担）

0304

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の
重要政策（施政方針演
説等のうち主なもの）

中期防衛力整備計画（平成３１年度～平成３５年度）（平成３０年１２月１８日国家安全保障会議
決定及び閣議決定）
Ⅲ－４－（２）在日米軍駐留に関する施策の着実な実施

1

提供施設整備においては、在日米軍の機能発揮のための基盤整備や施設・区域の安定的使用のた
めの施設整備を実施している。例えば、隊舎、家族住宅、管理棟、倉庫、汚水処理施設、防災施設、
雨水排水施設等の整備である。
実施にあたっては、日米地位協定の範囲内で、米側の希望を聴取し、日米安全保障条約の目的達成
との関係、我が国の財政状況との関係、社会経済的影響等を総合的に勘案のうえ、個々の施設毎に
我が国の自主的判断により措置している。
なお、ショッピングセンター、ゴルフ場など、娯楽性及び収益性が高い施設については、新規採択を控
えることとしている。

0301

光熱水料等の負担 1

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに
日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する
日本国とアメリカ合衆国との間の協定」（令和４年条約第２号。以下「特別協定」という。）第２条に基づ
き、在日米軍が日本国で公用のため調達する電気、ガス、水道及び下水道並びに暖房用、調理用又
は給湯用の燃料に係る料金又は代金の支払に要する経費の全部又は一部を特別協定の対象期間
中（令和４年４月１日～令和９年３月３１日）負担するものである。
なお、本事業は、原則として５年ごとに締結される特別協定に基づき、平成３年１０月から実施してい
る。

0302

(6) 米軍再編関係経費

(5)

0305

※１　達成手段における令和４年度の執行額については、事業単位の整理（事業の統合等）に伴い、令和４年度予算要求時と執行額確認時の事業単位に差異が生じたため、記載していない。

(4) 提供施設の整備

0307

(10) 訓練資機材調達費の負担 1

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに
日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する
日本国とアメリカ合衆国との間の協定」（令和４年条約第２号。以下「特別協定」という。）第３条１(a)に
基づき、在日米軍の即応性のみならず、自衛隊と米軍の相互運用性の向上にも資する訓練資機材の
調達に関連する経費の全部又は一部について負担するものである。
なお、現行特別協定の有効期間は、5年間 （令和４年４月１日～令和９年３月３１日）である。

04-0015

(9)
特別調達資金事務処理シ
ステムに要する経費

1

本システムは防衛省、財務省（ADAMSシステム）、各地方防衛局等を政府共通ネットワーク等で連接
し、特別調達資金の事務処理（示達・交付業務、契約業務、支払業務等）の効率化・合理化を図るた
めの一元管理システムである。当課においては、本システムの運用に必要なサーバ機器類の借上、
システムの安定運用に必要な専門知識を備えた技術者による支援役務、システムの維持に必要な消
耗品を購入し、本システムの管理運用を実施している。

0306

(7) ＳＡＣＯ関係経費 1

・土地の返還に関する事業（北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設、キャンプ桑江の海軍病院の
キャンプ瑞慶覧への移設、キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶覧の住宅統合）
・訓練及び運用の方法の調整に関する事業（県道１０４号線越え実弾砲兵射撃訓練の本土の演習場
への移転に伴う費用負担及びそれに伴う施設の整備、パラシュート降下訓練の伊江島補助飛行場へ
の移転に伴う費用負担）
・騒音軽減イニシアティブの実施に関する事業（嘉手納飛行場における海軍航空機の運用及び支援
施設の移転）

(8)
独立行政法人駐留軍等労
働者労務管理機構運営費
交付金

1

本事業は、日米安保条約に基づく在日米軍の駐留を円滑にするため、日米地位協定の規定を受け、
日本国政府と米国政府との間で締結された労務提供契約に基づく我が国の責務を果たすための事業
である。また、当該事業は、労務提供契約に基づき、日米において業務を分担する日米共同管理の
原則により実施するものである。日本側が実施する業務のうち、雇用主として意思決定しなければな
らない労働契約の締結や給与の決定等は国（防衛省）が、駐留軍等労働者や在日米軍等との調整を
含むその他の業務（人事の手続、給与の計算及び福利厚生等の実施並びに給与その他の勤務条件
等に係る調査、分析、改善案の作成等）については、国と緊密に連携を図りつつ独立行政法人駐留軍
等労働者労務管理機構が実施する。



目標

２
年
度

３
年
度

４
年
度

２
年
度

ＳＡＣＯ関連事業の着実な実施

 ●平成８年１２月２日の「ＳＡＣＯ最終報告」に盛り込まれた措置を的確に実施し、沖縄県民の負担を軽減することを目的として、下
記の措置を実施した。
・県道104号線越え実弾砲兵射撃訓練の本土の演習場への移転及びパラシュート降下訓練の伊江島補助飛行場への移転に伴う
費用を負担（執行額：約7億円）。
・キャンプ桑江内にある住宅をキャンプ瑞慶覧に移設するための費用を負担（執行額：約28億円）。

●平成８年１２月２日の「ＳＡＣＯ最終報告」に盛り込まれた措置を的確に実施し、沖縄県民の負担を軽減することを目的として、下
記の措置を実施した。
・県道104号線越え実弾砲兵射撃訓練の本土の演習場への移転及びパラシュート降下訓練の伊江島補助飛行場への移転に伴う
費用を負担（執行額：約13億円）。
・キャンプ桑江内にある住宅をキャンプ瑞慶覧に移設するための費用を負担（執行額：約18億円）。

元
年
度

●在日米軍の円滑かつ効果的な駐留を安定的に支えることを目的として、下記の措置を実施した。
・日米地位協定及び特別協定の規定に基づき、駐留軍等労働者の労務管理に必要な経費（独立行政法人駐留軍等労働者労務
管理機構に対する運営費交付金を含む。）を負担（執行額：約１，５６１億円）。
・特別協定に基づき、在日米軍が日本国で公用のために調達する電気、ガス、水道及び下水道並びに暖房用、調理用又は給湯用
の燃料に係る料金又は代金の支払に要する経費を負担（執行額：約２３４億円）。
・特別協定に基づき、米空母艦載機着陸訓練を岩国飛行場から硫黄島に移転することに伴い追加的に必要となる経費を負担（執
行額：約１０億円）。
・在日米軍の機能発揮のための基盤整備や施設・区域の安定的使用のための施設の整備を実施（例えば、管理棟、倉庫、隊舎、
家族住宅、汚水排水施設、雨水排水施設、防災施設等）（執行額：約１６９億円）。
・米軍に提供している施設・区域の返還等に伴い、日米両政府の合意に基づき、当該施設・区域内にある建物・工作物等につい
て、他の既存の施設・区域内への集約・移設（追加提供）等を実施（執行額：約１９億円)。

令和５年度実施施策に係る政策評価の事前分析表（別紙）
（防衛省０５－⑯）

施策名 在日米軍駐留に関する施策の着実な実施

測定指標 施策の進捗状況

①在日米軍駐留経費の安定的な確保等

在日米軍駐留経費の安定的な確保

●在日米軍の円滑かつ効果的な駐留を安定的に支えることを目的として、下記の措置を実施した。
・日米地位協定及び特別協定の規定に基づき、駐留軍等労働者の労務管理に必要な経費（独立行政法人駐留軍等労働者労務
管理機構に対する運営費交付金を含む。）を負担（執行額：約１，５５４億円）。
・特別協定に基づき、在日米軍が日本国で公用のために調達する電気、ガス、水道及び下水道並びに暖房用、調理用又は給湯用
の燃料に係る料金又は代金の支払に要する経費を負担（執行額：約２２２億円）。
・特別協定に基づき、米空母艦載機着陸訓練を岩国飛行場から硫黄島に移転することに伴い追加的に必要となる経費を負担（執
行額：約７億円）。
・在日米軍の機能発揮のための基盤整備や施設・区域の安定的使用のための施設の整備を実施（例えば、管理棟、倉庫、隊舎、
家族住宅、汚水排水施設、雨水排水施設、防災施設等）（執行額：約１８４億円）。
・米軍に提供している施設・区域の返還に伴い、日米両政府の合意に基づき、当該施設・区域内にある建物・工作物等について、
他の既存の施設・区域内への集約・移設を実施（執行額：約２億円)。

●在日米軍の円滑かつ効果的な駐留を安定的に支えることを目的として、下記の措置を実施した。
・日米地位協定及び特別協定の規定に基づき、駐留軍等労働者の労務管理に必要な経費（独立行政法人駐留軍等労働者労務
管理機構に対する運営費交付金を含む。）を負担（執行額：約１，５６３億円）。
・特別協定に基づき、在日米軍が日本国で公用のために調達する電気、ガス、水道及び下水道並びに暖房用、調理用又は給湯用
の燃料に係る料金又は代金の支払に要する経費を負担（執行額：約２３４億円）。
・特別協定に基づき、米空母艦載機着陸訓練を岩国飛行場から硫黄島に移転することに伴い追加的に必要となる経費を負担（執
行額：約６億円）。
・在日米軍の機能発揮のための基盤整備や施設・区域の安定的使用のための施設の整備を実施（例えば、管理棟、倉庫、隊舎、
家族住宅、汚水排水施設、雨水排水施設、防災施設等）（執行額：約２４１億円）。
・米軍に提供している施設・区域の返還に伴い、日米両政府の合意に基づき、当該施設・区域内にある建物・工作物等について、
他の既存の施設・区域内への集約・移設を実施（執行額：約４億円)。

●在日米軍の円滑かつ効果的な駐留を安定的に支えることを目的として、下記の措置を実施した。
・日米地位協定及び特別協定の規定に基づき、駐留軍等労働者の労務管理に必要な経費（独立行政法人駐留軍等労働者労務
管理機構に対する運営費交付金を含む。）を負担（執行額：約１，５５２億円）。
・特別協定に基づき、在日米軍が日本国で公用のために調達する電気、ガス、水道及び下水道並びに暖房用、調理用又は給湯用
の燃料に係る料金又は代金の支払に要する経費を負担（執行額：約２１９億円）。
・特別協定に基づき、米空母艦載機着陸訓練を厚木飛行場等から硫黄島に移転することに伴い追加的に必要となる経費を負担
（執行額：約５億円）。
・在日米軍の機能発揮のための基盤整備や施設・区域の安定的使用のための施設の整備を実施（例えば、管理棟、倉庫、隊舎、
家族住宅、汚水排水施設、雨水排水施設、防災施設等）（執行額：約１９８億円)。
・米軍に提供している施設・区域の返還に伴い、日米両政府の合意に基づき、当該施設・区域内にある建物・工作物等について、
他の既存の施設・区域内への集約・移設を実施（執行額：約８億円）。
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担当部局名 地方協力局
政策評価
実施時期

令和５年８月

●平成１８年５月１日の日米安全保障協議委員会において合意された、「再編の実施のための日米ロードマップ」等に示された再
編関連措置を的確かつ迅速に実施し、在日米軍の抑止力の維持と地元の負担の軽減を図ることを目的として、下記の措置を実施
した。
・普天間飛行場代替施設の建設等を実施（執行額：約８１５億円）
・在沖米海兵隊のグアム移転のための直接的な財政支援として、米国政府に対し、７事業(複合体育施設、車両整備施設、教育セ
ンター、戦闘参謀教育訓練施設、腐食管理施設（第１段階）、腐食管理施設（第２段階）及び屋外運動場)の資金提供を実施（提供
額：約５４５億円）。
・嘉手納飛行場や普天間飛行場等から国内及びグアム等への訓練移転に伴う費用を負担（予算額：約９２億円）。
・緊急時使用のための事業として、緊急時使用のための施設の整備を実施（執行額：約２７億円）。
・駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められる市町村等に対し、公共用の
施設の整備等に充てるための特定防衛施設周辺整備調整交付金を交付（執行額：約１４７億円）。
・恒久的な空母艦載機着陸訓練施設として使用させることとなる自衛隊馬毛島基地（仮称）について、令和５年１月に陸上工事に
着手、同年３月に海上工事に着手し、馬毛島における施設整備を実施（執行額：約９２７億円）。
・嘉手納以南の土地の早期返還に向けて必要な施設の整備等として令和４年度に約２４４億円を執行。

●平成８年１２月２日の「ＳＡＣＯ最終報告」に盛り込まれた措置を的確に実施し、沖縄県民の負担を軽減することを目的として、下
記の措置を実施した。
・県道104号線越え実弾砲兵射撃訓練の本土の演習場への移転及びパラシュート降下訓練の伊江島補助飛行場への移転に伴う
費用を負担（執行額：約10億円）。
・キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶覧内の米軍住宅を統合し、これらの施設及び区域内の土地の全部又は一部を返還するための費
用を負担（執行額：約48億円）。

●平成８年１２月２日の「ＳＡＣＯ最終報告」に盛り込まれた措置を的確に実施し、沖縄県民の負担を軽減することを目的として、下
記の措置を実施した。
・県道104号線越え実弾砲兵射撃訓練の本土の演習場への移転及びパラシュート降下訓練の伊江島補助飛行場への移転に伴う
費用を負担（執行額：約15億円）。

米軍再編事業の着実な実施

●平成１８年５月１日の日米安全保障協議委員会において合意された、「再編実施のための日米のロードマップ」等に示された再
編関連措置を的確かつ迅速に実施し、在日米軍の抑止力の維持と地元の負担の軽減を図ることを目的として、下記の措置を実施
した。
・普天間飛行場代替施設の建設事業を実施（執行額：約５４７億円）
・在沖米海兵隊のグアム移転のための直接的な財政支援として、米国政府に対し、5事業(士官用隊舎、統合司令部庁舎及び診療
所に係る工事費並びに腐食管理施設及び戦闘参謀教育訓練施設に係る設計費)の資金提供を実施（提供額：約４０４億円）。
・嘉手納飛行場や普天間飛行場等から国内及びグアム等への訓練移転に伴う費用を負担（予算額：約９０億円）。
・普天間飛行場（佐真下ゲート付近の土地）(約０．１ha）を返還。その他、嘉手納以南の土地の早期返還に向けて必要な施設の整
備等を実施（執行額：約１３６億円）。
・駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められる市町村等に対し、公共用の
施設の整備等に充てるための特定防衛施設周辺整備調整交付金を交付（執行額：約１４５億円）。

●平成１８年５月１日の日米安全保障協議委員会において合意された、「再編の実施のための日米ロードマップ」等に示された再
編関連措置を的確かつ迅速に実施し、在日米軍の抑止力の維持と地元の負担の軽減を図ることを目的として、下記の措置を実施
した。
・普天間飛行場代替施設の建設事業を実施（執行額：約９２４億円）
・在沖米海兵隊のグアム移転のための直接的な財政支援として、米国政府に対し、４事業(士官用隊舎、施設管理・整備場、下士
官用食堂及び警察署に係る工事費)の資金提供を実施（提供額：約４３４億円）。
・嘉手納飛行場や普天間飛行場等から国内及びグアム等への訓練移転に伴う費用を負担（予算額：約９１億円）。
※再編における訓練移転に伴う負担額は翌翌年度に確定となるため、負担額が確定している平成３１年度及び令和２年度は確定
負担額を、負担額が確定していない令和３年度は予算額を記載している。
・駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められる市町村等に対し、公共用の
施設の整備等に充てるための特定防衛施設周辺整備調整交付金を交付（執行額：約１２２億円）。
・牧港補給地区の国道５８号沿いの土地（ランドリー工場地区）（約０．２ha）を返還。その他、嘉手納以南の土地の早期返還に向け
て必要な施設の整備等として令和３年度に約２４５億円を執行。

●平成１８年５月１日の日米安全保障協議委員会において合意された、「再編の実施のための日米ロードマップ」等に示された再
編関連措置を的確かつ迅速に実施し、在日米軍の抑止力の維持と地元の負担の軽減を図ることを目的として、下記の措置を実施
した。
・普天間飛行場代替施設の建設事業を実施（執行額：約５５４億円）。
・在沖米海兵隊のグアム移転のための直接的な財政支援として、米国政府に対し、5事業(下士官用隊舎に係る工事費並びに施設
管理・整備場、車両整備施設、教育センター及び屋外運動場に係る設計費)の資金提供を実施（執行額：約２１３億円）。
・嘉手納飛行場や普天間飛行場等から国内及びグアム等への訓練移転に伴う費用を負担（予算額：約９４億円）。
・厚木飛行場から岩国飛行場への空母艦載機の移駐に関する事業として、空母艦載機の岩国飛行場への移駐等に伴う施設の整
備を実施（執行額：約５８億円）。
 ・嘉手納以南の土地の返還について、令和２年３月３１日にキャンプ瑞慶覧の施設技術部地区の一部（約１１ha）を返還。その他、
嘉手納以南の土地の早期返還に向けて必要な施設の整備等を実施（執行額：約９２億円）。
・駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められる市町村等に対し、公共用の
施設の整備等に充てるための特定防衛施設周辺整備調整交付金を交付（執行額：約１４１億円）。
・牧港補給地区の国道５８号沿いの土地を始め、施設・区域の返還に伴う土壌汚染等の支障除去措置を講じるとともに、土地所有
者に対して補償金等の支払いを実施（執行額：約１３億円）。
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